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〇ふじみ衛生組合情報公開条例施行規則
（平成15年３月５日規　則　第　１　号）

改正　平成28年７月７日　規則第３号
令和５年３月29日　規則第３号

（趣旨）

第１条　この規則は、ふじみ衛生組合情報公開条例（平成15年ふじみ衛生組合条例第１号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（公開請求書）

第２条　条例第５条第３項に規定する請求書は、組合情報公開請求書（様式第１号）とする。

（組合情報の公開の適正な運用）

第２条の２　実施機関は、条例第５条第２項の規定を踏まえ、別に定めるところにより、組合情

報の公開の適正な運用を推進するものとする。

（公開請求に対する決定通知書）

第３条　条例第10条各項に規定する書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に

定める通知書とする。

⑴　条例第10条第１項の規定により組合情報の全部を公開する旨の決定をした場合　組合情報

公開決定通知書（様式第２号）

⑵　条例第10条第１項の規定により組合情報の一部を公開する旨の決定をした場合　組合情報

一部公開決定通知書（様式第３号）

⑶　条例第10条第２項の規定により組合情報の公開をしない旨の決定（条例第９条の規定によ

り公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る組合情報を保有していないときの当該決定

を含む。）をした場合　組合情報非公開決定通知書（様式第４号）

（公開決定等の期間の延長通知書）

第４条　条例第11条第２項又は第３項に規定する書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞ

れ当該各号に定める通知書とする。

⑴　条例第11条第２項の規定により期間を延長した場合　組合情報公開決定等期間延長通知書

（様式第５号）

⑵　条例第11条第３項の規定により期間を延長した場合　組合情報公開決定等期間特例延長通

知書（様式第６号）

（第三者の保護に関する手続）
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第５条　条例第13条第１項又は第２項の規定により意見書を提出する機会を与える場合は、意見

照会書（様式第７号）により通知するものとする。

２　条例第13条第１項又は第２項に規定する意見書は、公開決定等に係る意見書（様式第８号）

とする。

３　条例第13条第３項の規定により反対意見書が提出された場合において、条例第10条第１項の

決定をしたときは、直ちに公開決定に係る通知書（様式第９号）により反対意見書を提出した

第三者に通知するものとする。

（電磁的記録等の公開の方法）

第６条　条例第14条第１項に規定するフィルム又は電磁的記録の公開の方法は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法による。

⑴　フィルム　視聴

⑵　ビデオテープ　視聴

⑶　録音テープ　視聴

⑷　フロッピーディスクその他の電磁的記録　ディスプレイに出力したものの視聴又は印刷物

として出力したものの閲覧若しくは写し（フロッピーディスクへの複写を含む。）の交付

２　前項第３号に掲げるものの公開は、条例第７条に規定する組合情報の一部公開において、技

術的に非公開部分を除くことが困難であるものについては、印刷物として出力したものの閲覧

又は写しの交付をもって行う。

（組合情報の公開の実施等）

第７条　組合情報の公開を行う場合において、組合情報の写し（電磁的記録をフロッピーディス

クに複写する場合を除く。）を交付するときの部数は、公開請求に係る組合情報１件名につき

１部とする。

２　組合情報の公開は、第３条第１号又は第２号に規定する通知書により指定する日時及び場所

において、原則として職員の立会いのもとで行うものとする。

３　実施機関は、組合情報の閲覧又は視聴をするものが当該閲覧又は視聴に係る組合情報を汚損

し、又は破損するおそれがあると認められるときは、当該組合情報の閲覧又は視聴を中止させ

ることができる。

（費用の納入）

第８条　条例第15条第２項に規定する組合情報の写しの交付による場合に要する費用は、前納

（交付のときに徴収する。）とし、写しの作成に要する費用にあっては別表に掲げるところに

より、写しの送付に要する費用にあっては郵送料その他の実費によるものとする。ただし、実

施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

２　写しの作成に要する費用の納付の方法は、現金又は郵便為替（写しの送付による場合に限

る。）とする。
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３　写しの送付に要する費用の納付の方法は、現金、郵便為替又は郵便切手とする。

（文書目録の作成）

第９条　条例第29条第１項に規定する組合情報の検索に必要な文書目録は、保存文書目録その他

実施機関が定めるものとする。

（実施状況の公表）

第10条　条例第30条に規定する実施状況の公表は、年度ごとの公開請求の状況、公開又は非公開

の決定の状況その他の事項について、ふじみ衛生組合が発行する広報紙等に掲載する方法によ

り行うものとする。

（事務委任）

第11条　管理者以外の実施機関は、次に掲げる事務を管理者に委任する。

⑴　組合情報の公開の請求の受付に関すること。

⑵　組合情報の公開の請求に対する決定の通知の送付に関すること。

⑶　組合情報の公開決定等に係る第三者の意見聴取のための通知の送付に関すること。

⑷　組合情報の公開の実施（管理者の情報公開担当課の窓口においてするものに限る。）に関

すること。

⑸　組合情報の写しの作成及び送付に要する費用の徴収に関すること。

⑹　組合情報の公開の請求に対する決定又は当該請求に係る不作為についての審査請求の受付

及び当該審査請求に対する裁決の通知の送付に関すること。

（委任）

第12条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

附　則

この規則は、平成15年４月１日から施行する。

附　則（平成28年７月７日規則第３号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（令和５年３月29日規則第３号）

（施行期日）

１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　この規則による改正後のふじみ衛生組合情報公開条例施行規則第８条の規定は、この規則の

施行の日以後になされた組合情報の公開の請求について適用し、同日前になされた組合情報の

公開の請求については、なお従前の例による。
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別表（第８条関係）

種　　　　類 金　　　　　　　　額

文書、図画及び写真 写し
（単色刷り）１枚につき10円
（多色刷り）１枚につき30円

マイクロフィルム 用紙に出力したもの
（単色刷り）１枚につき10円
（多色刷り）１枚につき30円

電磁的記録 光ディスクに複
製したもの

日本産業規格Ｘ0606又はＸ6281に適合する
直径120ミリメートルの光ディスクの再生
装置で再生することが可能なもの
１枚につき50円

日本産業規格Ｘ6241に適合する直径120ミ
リメートルの光ディスクの再生装置で再生
することが可能なもの
１枚につき100円

その他の電磁的記録媒体に複製したもの
当該電磁的記録媒体に係る費用

用紙に出力したもの
（単色刷り）１枚につき10円
（多色刷り）１枚につき30円

備考

１　用紙の両面に印刷された文書、図画及び写真については、片面を１枚として算定する。

２　写し（マイクロフィルム及び電磁的記録の場合においては用紙に出力したもの）を交付

する場合は、原則として日本産業規格Ａ列３番までの用紙を用いるものとするが、これを

超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格Ａ列３番による用紙を用い

た場合の枚数に換算して算定する。

３　写しの作成に際してプログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得るこ

とができるように組み合わされたものをいう。）の作成その他の特別の処理を必要とする

場合は、当該処理に要する費用を併せて徴収する。この場合において、契約上の理由その

他必要があると認めるときは、その概算額を徴収できるものとし、特別の処理の終了後に

精算して過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。
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